
告

示

規

則

日

号
外

ペ
ー
ジ

一

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

一

二

福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

二

三

福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
九

四
五

一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

五

五

二

同

五

五

三

同

五

五

四

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件

五

五

五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

五

五

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

八

一
一

七

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

八

一
一

八

同

八

一
一

九

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

八

一
一

一
〇

土
地
区
画
整
理
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

八

一
二

一
一

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一
二

一
四

一
二

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

一
二

一
四

一
三

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

一
二

一
五

一
四

同

一
二

一
五

一
五

県
営
土
地
改
良
事
業
の
異
種
目
換
地
指
定
の
件

一
二

一
五

一
六

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
二

一
五

一
七

土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件

一
二

一
五

一
八

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
二

一
七

一
九

洪
水
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
河
川
を

指
定
す
る
件

一
二

一
七

二
〇

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
五

二
一

二
一

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
五

二
一

二
二

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
五

二
一

二
三

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

一
九

二
四

二
四

生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

一
九

二
五

二
五

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
九

二
五

二
六

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
者
の
名
称
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

一
九

二
五

二
七

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
九

二
六

二
八

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
九

二
六

二
九

同

一
九

二
六

三
〇

同

一
九

二
六

三
一

同

一
九

二
七

三
二

同

一
九

二
七

三
三

同

一
九

二
七

三
四

同

一
九

二
七

三
五

土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
適
当
と
決
定
し
た
件

一
九

二
八

三
六

福
島
県
議
会
臨
時
会
を
招
集
す
る
件

二
一

３

一

三
七

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
二

二
九

三
八

同

二
二

二
九

三
九

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
二

三
〇

四
〇

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

二
二

三
〇

四
一

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
二

三
〇

四
二

小
名
浜
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
指
定
す
る
件
、
中
之
作
臨
港
地
区
内

に
お
け
る
分
区
を
指
定
す
る
件
、
江
名
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
指
定
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す
る
件
及
び
相
馬
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
指
定
す
る
件
を
廃
止
す
る

件

二
二

三
〇

四
三

臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

二
二

三
〇

四
四

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
六

三
六

四
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

二
六

三
六

四
六

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

二
九

四
六

四
七

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
九

四
六

一

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五

九

二

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五

九

三

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

五

九

四

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

八

一
二

五

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

八

一
二

六

地
域
森
林
計
画
を
定
め
た
件

八

一
二

七

地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
件

八

一
二

八

同

八

一
三

九

同

八

一
三

一
〇

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
件

八

一
三

一
一

十
二
月
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
予
算
の
要
領
を
公
表
す
る
件

八

１

一

一
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
二

一
七

一
三

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

一
七

一
四

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

一
八

一
五

浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件

一
二

一
八

一
六

政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
を
公
表
す
る
件

一
二

一
八

一
七

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
二

一
八

一
八

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た

件

一
五

二
二

一
九

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一
五

二
二

二
〇

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た

件

一
五

二
二

二
一

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
五

二
二

二
二

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
五

二
三

二
三

公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
件

一
五

二
三

二
四

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
り
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
件

一
五

二
三

二
五

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
九

二
八

二
六

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

一
九

二
八

二
七

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
た
件

一
九

２

一

二
八

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
二

三
一

二
九

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

二
二

三
一

三
〇

都
市
計
画
法
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
件

二
二

三
四

三
一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
件

二
二

三
四

三
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
六

四
〇

三
三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告

す
る
件

二
六

四
一

三
四

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
九

四
七

三
五

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
九

四
七

三
六

同

二
九

四
七

三
七

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
九

四
七

三
八

同

二
九

四
八

三
九

県
議
会
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
決
算
の
要
領
を
公
表
す
る
件

二
九

４

一

規

則
一

福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
六

四
一

告

示
一

不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件

二
二

三
五

公

告
一

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た
件

一
二

一
九
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公

告

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会


